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狀
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潘
の
何
人
た
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す
ゐ
能
け
ず
と
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も
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國
が
開
戦
常
時
自
然
の
成
行
じ
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し
れ
X
菝
槳
上
の
狀
腊
じ
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て
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漸
次
成
る
組
織
か
設
け
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產
槳
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の
励
浪
饰
热
か
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.
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せ
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鐵
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叉
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後
機
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組
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協
商
す
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に
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熟
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を
示
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ら
新
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事
務
の
主
宰
潜
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る
可
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實
を
暗
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し
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間
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の
新
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を
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し
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總
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院
等
の
管
轉
に
觸
し
た
る
1

0 :
を
鲋
取
じ
れ
钔
次
第 

な
る
が
、
然
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ば
前
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何
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に
於
T V
，

新 

行
政
に
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系
じ
.
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か
.
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着

步
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實
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問
題
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府
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機
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合
ピ
の
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る
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を
實
行
す
る
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裁
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け
る
爲
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足
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狀
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に
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气
有
カ
が
る
實
行
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設
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た
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0
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に
於
て
か
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*デ
ョ
ー
ジ
氏
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職
工
組
合
代
表
者
ど
會
合
.
し
て
，
解
決
の
方
法
を
案
じ 

典
結
果
、/

」

し
て
七
月
ニ
日
を
以
で
眾
霄
品
法
の
锏
定
を 

見
た
る
が
ゝ
同
法
は
要
す
る
に
三
覦
ょ
り
成
6

、
第
一 

S

に
於
て
軍
需
品
法
に
支
配
せ
ら
る
、
産
業
に
起
れ
る 

紛
議
に
對
し
て
强
制
伸
裁
法
を
適
用
す
る
こ
^

、
し
"

同
盟
罷
業
並
に
同
盟
解
傭
は
三
週
間
の
猶
豫
を
以
て
し 

且
つ
商
務
院
の
干
與
す
る
解
決
の
失
敗
し
れ
る
後
に
行 

ふ
に
非
ざ
れ
ば
、
違
法
のも
の
な
A

s
し
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罷

業
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に
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し
て
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違
法
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爲
0
行
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る
、
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間
內
、
一

H
又
は 

其
以
下
の
時
0
に
俅
お
五
磅
を
最
高
匕
す
る
罰
金
を
、 

修
赉
，̂
對
し
て
は
同
盟
解
傭
を
爲
し
ね
る
被
傭
*

一
名 

に
#.
き
' 

I:...

日
五
.
の̂
.酱
合
を
议
1:
-
-罰
金
.を
課
す
る
こ
ミ
. 

、
し

"
本

法

の

適

用

せ

ら

る

 

>產
業
を
以
て
？
直
接
に 

軍
雷
品
製
造
.に
關
係
を
有
す
る
事
業$
し
忆
れ
と
も
* 

尙
ほ
政
府
の
意
見
に
據
纟"
.紛
■
の
繼
續
が
束
！

i

品
の 

製
造
，
輸
送
腹
に
供
給
に
對
し
て
'
直
接
間
接
に
有
窖 

な
-

認
め
た
るV」

き
に
は
' 
他
の
如
何
な
る
逄
業
に 

j

起
れ
る
紛
議
に
も
適
用
す
る
を
得
る
こ
ど
、
し
た
り
。 

j

故
に
，軍
需
a1
，

I

關
係
の
事
業
に
於
て
は
、
兵
站
事
務
大K 

vj
職
H

M
合
代
表
*
ヾ

」

の
會
商
に
依
て
成
立
し
た
る
協 

約
の
一
部
^
し
て
'
强
制
仲
裁
法
の
採
用
せ
ら
れ
れ
る 

一
は
ノ
大
に
注
目
を
要
す
る
所
なi

o
而
し
て
勅
令
に
依 

か

"

軍

需

品

法

の

適

用

の

讓

せ

ら

る

 

> 他
の
*
*
に 

於
て
は
、
斯
る
協
約
の
成
立
を
見
る
能
は
す
、
炭
坑
夫 

紡
績
工
の
如
き
，
從
來
顽
强
に
强
制
仲
裁
に
反
對
を
表 

し
た
る
潜
は
明
^
斯
る
協
約
に
加
入
す
る
こ
ど
を
拒
絕

し
た
り
P
軍
需
品
法
の
第
二
編
は
軍
需
品
關
係
事
業
の 

組
織
に
就
.て
規
楚
じ
',
.
%兵
站
事
務
大
K
は
軍
需
品
製
造 

0'
行
は
る
ゝ
設
®
を
自
己
の
管
理
に
侈
す
の*
能
を
有 

し
>
‘之
を
被
監
督
設
備
ビ
稱
し
"
斯
く
指
定
せ
ら
れ
れ 

る
事
業
に
於
て
被
傭
者
の
賃
銀
給
料
を
變S
せ
ん
^
す

I. 

る
^
き
に
は
、
兵
站
事
務
大
臣
の@
可
を
要
し
、
同
大 

促
は
生
產
又
は
仕
事
を
制
限
す
る®
慣
、
實
例
、
規
約 

を
戰
時
に
限
&
中
业
す
る
を
得
べ
く
"
尙
ほ
此
種
事
業 

の
利
益
に
し
て
標
準
率
の
五
分
の

1

を
超
過
す
る
部
分 

は
總
て
國
庫
に
收
納
せ
ら6 
>
こV」

、

し

、

而

し

て 

利
益
の
德
準
率
を
以
て
ク
戰
爭
に
先

U
,

つ
二
箇
年
間
のj 

承
均
純
益
な
&
ビ
し
？
乂
何
人
も
旣
往
六
籀
月
間.內

にI 

「

被
¥{
#
事
業」

に
雇
傭
せ
ら
ホ
"
以
.前
め
傭
遨
又
は
軍j 

需
品
法
'審
問
所
：の
許
可
證
を
有
せ
ざ
る
者
を*
入
る
、

一
 

を
以
て
違
法
な
ぅ
ビ
し
、j

且
被
歡
瞥
事
槳
に
雇
傭
せ 

ら
れ
れ
る
勞
饊
#
に
對
し
て
、.移
動
©
自
由
を
制
服
し
、 

以
て
砠
罾
の
®
續
的
就
業
を
期
し
れi
c 

M
.霄
品
法
沖
最
も
童
要
な
る
は
，
：其
第
三
編
軍
需
品

ン
第
九
卷
：

，；
C
1

四

二

七}

雜
;.錄
焚
國
戦
時
め
產
镟
組
織

雜
間
所
に
關
す
る
規
定
是
れ
な6
0
'同
法
は
中
央
地
方 

ニ
種
の
審
問
所
を
設
く
る
こ̂
を
親
定
し
、
違
法
事
件 

の
輕
重
に
依
て
ノ
管
«

を
區
別
し
、
兵
站
事
務
大
培
は 

藥
員
長
'0
外
に
、傭
者
並
，
^

被
傭
蕃
の
間
ょ
h

各
同
數
の 

委
員
を
任
'#
し
"

®
雷
品
法
の
有
効
期
間
存
續
し
て" 

武
事
務
を
掌
る
も
の̂

し
^

6

0然
れ
ど
も】

方
に
傭 

者
は
職
工
組
合
規
則
の
復
活
に
關
し
て
其
約
定
を
果
す 

の
責
任
あ
^

^
又
出
征
®
人
中
勞
働
者
の
應
募
し
た
る 

潜
を
復
職
せ
し
む
る
の
義
務6
る
を
以
て
、1

方
に
黍 

員
會
は
戰
後
十
一1

箇
月
間
存
續
す
る
を得

る

の

双

®

設 

け

ら

れ

た

办

。

然
も
ば
軍
需
品
法
は
如
何
な
る
狀
態
に
於
て
運
用
せ 

ら
れ

、

又
職
工
組
合
い
傭
者
#
:
に
政
府
の
關
係
に
如
何 

な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
る
や
。
P
.
ィ
ド
®

デ
ヨ
I

ジ
氏 

は
曩
it
.

公
衆
ド
向
つ
て
、'
自
B

Q

職
責
は
現
在
の
契
約 

を
德
速
に
履
行
：.せ
し
め
i

又
新
供
給
の
源
泉
を
開
骚
す 

るに在述べ

V

而
し
て
他
の
一
方
に
於
て
現
；花
*

 

械
の
五
分
の
四
は
全
力
を
以
て
運
用
せ
ら
れ
す
"
又
官

第
.十U

敬
： 

九一



激
力
^

二
八)

：

雜
' 

'錄
：

狨
阈
戦
時
の
議
組
输

業
に
於
け
る■
槭
に
し
て
狡
業
代&

役
せ
、b
る
ゝ
も
の 

は
、
全
.體
の
汲
分
の1

!̂
過
燦
:#
る
0
事
實
を
擧
げ
、

.此
際
約
.
.̂
マ

」

»
文
.,̂
3[
波
.ビ
.の
_
..1
«
間
を
顧
縮
す
る
'
^
« 

®

を

免

滁

：せ
':&
:
れ

た

る

激

練

勞

働

者

ノ

勞

働

取

引

所 

■0
,1
,:*
す
^

働̂
卷
を
收
容
^
る
の
^
務
办
办
マj

し
ノ 

優
に
‘四
萬
人
;'
0
男

女H:

を
慕
集
す
る
を
.
#

る
：：

こ
ビ

を
, 

じ
炎
公
.,
0
之
を
實
際
R
徵
す
.る
.に
、
.勞
働
者
の
'應
.慕
數 

は
十
萬
人
の
多
き
.に
上
れ
ぅ
^
雖
も
、
其
內
の
八
萬
人' 

は
'傭
者
の
排
斥
す
る
所
ど
爲
れ
る
の
狀m

k
し
て
V.
彼 

等
の
能
力
を
檢
定
す
る
は
 

一

,0
難
事
|6
&
ざ
る
を
得
す 

JL
つ
軍
需
品
關
艰
の
事
業R
使

.#
せ
ち
る
ぐ

勞
领
费
に 

對
も
て
H

,

鄭
何
- ^

る
場
合
に
淤
て

も

，

其
以
前
の
®

 

業

に

於

：
得

た

る

ど

摘

，等

以

上

の

«
銀
幷
に
旅
费
' 
小 

逍
女
給
與
兮
る
こ
？
を.保
證
し
れ
る
规
定
6

6

0尬
ふ 

に
*
事
た
.
る

勢

働

者

を

軍

臂

品

事

業

に

吸

收

す

る
の
必 

要
忙
出
で
た
る
も
'0
:な
；
可
1.
^

_

^

"從

來

.傭
者
が 

勢
働
瘩
1

«の
事
愦
如
何
妃
枸
は&
.ず
、
其
地
方
忙
行
. 

は
る
、
賃
鈒
を
支
拂
ひ
た
る
憤
習R
矛
®
す
る
所
な
き

锘
十
ニ
號
 

九
こ

‘

掘
'.は
.す
0

殊
に
勞
働
潘
が
：
4

需
品
事
業
妃
便
役
せ&
る
：
 

/S
こ
ご
を
志
補
オ
る
ど
き
は
、
義
與
職T
V
JしH

採
用 

せ
ら
る
、
規
定
な
る
が
、
義
勇
職
工
た
る
、
義
與
兵
M 

■A
隊
©

後
®

隊
の1

.員
ビ
し
て
新
空
氣
の
下
に
生
®
す 

る
に
友
:1
,
、；

何
等
，共
同
的
精
刺
を
涵
養
す
る
の
機
會
を 

,#
少
、
0
て
事
業
に
於
け
る
興
分
子
た&
ざ

る
を
得

t
 

.
 

、

' ■ 

, 

r
;
.
.
.
.

い.
：
'
-
'
.
; 

- 

.

-

ff
i

w
ロ§
關
係
事
業
の
利
益
^
對
す
る
制
限
幷
に

「

被 

重

督

事

業

」
；；

の
政
府
收
用
に
就

て
は
"

：未
だ
多 
<

の實 

例
^
接

せ

ず_
0 

_
政

府

は

第»
品

法

の

制

定

後

數
0
な

ち 

ず

し

て

ハ

履#
に

關

す

る

規

則

を

發

.布

し

續

ひ

て

機

關 

エ
業
”
機
械
附
屬
品
製
迤
業
等
を
收
用
し
、
八
月
六H 

ま
で
に
ー
此
撖
取
扱
を
受
け
た
る
設
備
の
數
三W
四
十
五 

R
.上
れ&

V
J

稱
せ
.
&る
：タ
利
益
制
限
に
關
す
る
规
定
は 

遡
及
的
.効
カ
を
有
，せ
^
、
_隨
.て
_
戰
1
^
.十1

.箇
月
間
. 

it
於

て
'̂
.常
業
* *

の
得
れ
る

利
益
に

»

し

て
は
何
等
の 

制
限
加
ち
れ
ざ
る
な
公o
勞
働
氣
は
政
#
に
於
て
利 

益
制
'限
の
倐
項
を
適
用
す
る裁

て

、
大
な
る
注
愈
を

施
さ 

>れ
ば
も
脫
稅
を
招
く
に
至
る
可
し
ビ
云
ひ>1 

方
に
®
霉
ロ §

製
造
業
者
は
-

g
#
.

に
伴
ひ
"

E顧
の
利
益 

を
博
す
る
:.
?
>の
少
な
か
ら
ざ
る際

"*

獨
り
軍
需
品
製
造 

業
者
の
利
益
の
み
に
制
限
を
加
ふ
る
は
、
本
公
正
な
り 

e
の
非
難
を
叫
ぶ
も
の
あ
り
。
思
ふ
に
後
者
の
點
に
就
一 

て
は
"
今
後
の
’財
政
訃
盡
に
於
け
る
墳
税
方
針
に
侬
て

| 

fi
i

*
-©
不
公
平
を
除
郝
す
る
に
至
る
可
き
か0

j 

更
に
注
目
を
要
す
る
はb
:¥
窗
品
法
中
、
同
盟
罷
業\ 

同
盟
解
傭
、
職
エ
紐
合
規
則
，
.に
關
係
す
る
_紛
議
を
防
逷| 

す
る
爲
め
妃
設
け
ら
れ
た
石
强
制
的
规
定
の
濑
用
是
れ 

な
b

G

M需
品
法
の
規
足
に
依
て
，
大
小
の
審
問
所
は
一 

全
國
に
開
設
せ
ら
れ"
傭
密
幷
に
勞
働
者
を
代
表
す
る

j 

藥
員
各1

名
選
任
せ
ら
れ
、.诿
員
長
を
«
佐

す

る

こI- 

>
潙
れ
る
が
ノ
强
制
的
規
定
適
用
の
狀.況
を
見
る
に
> 

\ 

简
人
の
親
約
違
反
に
就
て
は
適
用
に
何
等
の
困
難
を
訴 

へ
t

"
勞
働
潘
は
五
磅
以
內
の11
佥
を
課
せ
-&
る
\> 
V 

J 

ミ
に
依
ズ
、
谶
約
に
：違
反
す
：る
を
欲
せ
ず
パ
傭
廣
对
此 

程
度
の
罰
金
を
以
て
し
て
は
"
敢
て
何
等
の
苦
痛
を
感

镞

九

怨(

一
四11

九)

雜

錄

英

_
戦
時
の
產
粱
組
織

せ
す
ど
雖
も
ぐ
將
來
政
府
事
乘
の
請
負
ょ
り
除
外
せ
ら 

る
>;
0

損
失
に
職
み
て
、
規
約
を»
重
す
る
の
趣
6

り 

v
j

雖
も
，“
職H

組
合
が
闻
體
ビ
し
て
.規
約
に
違
反
し
た 

る
場
合
に
は
其
解
決
容
易
な
る
能
：は'ヤ
，
現
に
其1
例 

«

第
«

品
法
制
笵
後
直
に
ダ
一
ス
ネ
ゴ
，丨
市
に
起
る
を
見 

た
々
o

g
ち
同
市
フへエャ，フ

ヰ
ー

,
:^
,

^

®會
社
は「

被 

盤

.#
事
業」

^

し

,1
:

指
定
せ
.
&れ
た
る
.も
®
,な
る
が
、
事 

業
經
營
上
直
杞
鑄
銅
エR
不
姐
を
訴
へ
、
.鉛
エ
を
し
て 

鋳
銅
芏
め
職
を
行
は
し
め
ん
ミ
し
、
地
方
軍
需
品
法
娄 

員
會
の
認
可
を
诈
請
し
、
委
員
會
は
鑄
銅
エ
組
合
忆
通 

吿
を
贫
す
以
上
は、
' 何
等
の
反
對
に
接
せ
ざ
る
可
き
旨 

を
猶
べ
、
て
、
念
を
認
可
^

た
名
を
以
て
フ
會
祉
は
組
合 

に
#

事
を
通
隹
し
お
る
は
、
組
合
は
電
話
を
以
て
之
に 

抗
吿
ふ
，
再
廣
の
变
涉
を
受
け
た
る
場
合
に
说
ゝ
之
に 

答
ふ
る
.所
な
か
b

き
o

然
も
會
»:
■«
十
0

の
後
船
エ
を 

鐵
銅
エ
ど
丄
て
使
役
ず
る
や
、:H
十
名Q

鏡
銅H

は
同 

盟
擺
業
令
決
行
し•た
6

?
斯
く
て
佌
事
件
は
審
間
所:0 

審
問
に
付
せ
ら
れ"
審
間
所
は
擺
業
者
，1名
忙
付
き1

第
十
二
號 

S



销
九
怨

(一

四三〇

)

錄
英
國
戦
時
の
強
策
組
馓

日1.1

志
六
片
の
劍
合
を
以
て"

罰
金
' %

賦
課
1

ノ
組
合 

は
直
に
之
を
«

册
す
る
r〕

i

を
約
^

れ
る
も
、1

方
に 

罷
業
者
の
行
爲
の
合
法
なる
こ
^

を
附
言
し̂

る
が
、

傭
者
は
鉛
エ
を
鑄
銅H 

S
;L
T
使
役
す
る
こ

ビ
女
«

止 

し
パ
鋳
銅
エ
組
合
を
^
て
必
要
の
人
員
を
補
充
せ
し
む 

る
こV」

、
し
た
6

:°
即
ち
勢
働
潘
.«
飽
义
ま
で
も
自
己| 

の
«

業
を
鮮
重
せ
ん
ど
し
、.爲
め
R

軍
需
品
供
給
の
必 

要
を
尊
重
す
る
R

缺
く
る
に
逆
れ
る
も
の
に
し
て、
其 

間
急
施
す
可
き
仕
事
を
妨
害
し
、：
生
產
高
を
制
限
し
た 

る
ゃ
論
を
俟
た
す0
而
し
て
勞
働
苕
が
職
エ
組
合
生«

を
固
執
す
る
は
必
ず
し
も
犠
牲
の
觀
念R
缺
く
る
が
故 

に
非
ず
>
要
す
る
に
自
家
の
義
務
の
何
れ
に
在
る
や
を 

誤
解
し
"

叉
傭
漭
の
動
機
に
疑
惑
を
懷
く
の
結
果
に
し

\ 

て
、
傭
漭
ビ
勞
働
濟
マ

J

の
間
R

同
等
の
犠
牲
の
爲
さ
る 

、
こ
^

の
明
白
ビ
爲
ら
ざ
る
限
り
"
此
種
の
疑
惑
は
到 

底
|
掃
せ
ら
る
、
を
镇
む
能
は
ざ
る
可
し
。

、
蕾

！

ゥ
H

I
ルK

炭
坑
同
盟
罷If 

:
.

軍
瀞
品
法
適
用
の1

例
ビ
し
て
>
 

最

も

.重

要

な

る

事

第十一

一

號，

九四

件
]4
*
以
て
.目
せ
ら
^
、
名
の
«
、
即
ち
南
ク
エ
ー
ル
ヌ 

炭
坑
失
'0
同
盟
罷
業
是
れ
な
ぅ0
海

軍

に

.對

し

て

其

活 

動
の
S'
大
喪
伸
た
る
.石
炭
の
供
給
を
遮
斷
し
，
國
法
に 

背
反
す
る
態
度
に
出
づ
る
が
如
き
、
ぃ
他
國
に
起bれ
A 

ビ
せ
ん
か
、
，
直
に
國
家
に
忠
誠
を
致̂
ず
、
却
て
內
飢 

を
助
成
す
る
：

Q

行
動
を
以
て
之
に
擬
せ
ざ
る
可
か
ら
す 

€
雖
も
"
英
國
は
.非

合

連

的

國

民

ょ

り

成

-

^

南

ク

キ 

f 
\
ス
.亦
此
類
例
の
.

〗

を
以
て
居
る
も
の
に
し
て
、
炭 

坑
夫
の
行
動
'0
如
き
實
に
彼
等
の
心
理
狀
態
を
諒
解
せ 

ざ
れ
ば
ノ
:i
E
.當
に
解
釋
す
る
能
は
ざ
る
の
事
情
あ
ぅ̂ 

す

.:
0
南
クH

丨

A

ス
炭
坑
夫
の
勞
働
條
件
は
千
九
西
十 

年
來
，H
年
を
以
て
期
限
^
し
1〖

11
つ
年
々
w

#

m«
の 

希
望
に
^

A
、
改
正
せ
ら
る
可
き
協
約
を
以
て
定
ま6 

同
協
約
に
於
て
は
、
：
千
八
百
七
十
七
年
幷
に
千
八
否
七 

十
九
年
に
於
け
も
_石
炭
の
.標
準
代
價
を
基
礎
S
し
て
、 

賃
銀
を
協
定
し
，
爾
後
石
歎
の
霞
價
ビ
標
準
代
値
ど
を 

比
較
し
て
、
賃
銀
を
高
低
甘b
lf
る
の
制
度
に
し
て』 

斯
く
て
炭
價
ど
赁
鈒yj
の
間
に
直
接
の
聯
絡
を
保
た
し

め
ん
^

す
。
然
る
に
千
九
西
十
年
の
協
約̂
於
て
は
" 

賃
銀
の
最
高
率
を
定
め
、
同
年

U
I

月
敦
價
0

暴
騰
し
た 

る
爲
め
にr

賃
银
は
此
最
高
率
に達
し
た
ぅ
？
玆
に
於 

て
炉
今
囘
戰
#

の
結
楽
炭
價
の
.騰
貴
す
るや
，：

坑
夫
は 

其
騰
貴
に
侬
て
何
等
利
益
す
る
所
な
く
^
却
て
職
後
炭 

價
の
低
落
に
依
6

、
賃
鈒
の
低
減
を
招
き
て"
損
失
す
. 

る
の
恐
わ
ぅ
S

し
ノ
炭
坑
夫
組
合
は
本
年

11 1

月I

一一
十1 

日
を
以
て
三
简
月
後
に
現
行
の
協
約
を
廢
棄
す
る
の
通 

银
を
發
し
，
新
協
約
の
基
礎

v
j

し
て
、
千
八
百
七
十
七 

牟
乃
至
同
七
十
九
年
の
標
準
炭
價
に
依
て
定
ま
れ
る

賃 

銀
に
對
し
て
"
三
割
五
分
乃
至
五
割
の
增
率
を
加
ふ
る 

.J

ビ
を
提
讅
し
た
り
o

而

し
て
坑
主
抗
夫
の
會
議
に
於 

て
、
坑
主
が
此
提
議
を
峻
拒
す
る
や
、
坑
夫
は
坑
主
が 

公
衆
に
對
し
て
炭
價
を
上
げ
ざ
る
保
證
の
下
に
，
戰 

時
賞
與
金
を
頒
與
せ
ら
れ
ん
こ

W

を
要
欺
し
>
:
此
議
も 

亦

坑

主

の

容

る

、
所

名

爲

ら

ざ

故

に

^
兩
遛
の 

關
係
は
甚
だ
し
く
危
險
の
狀
觸+
E
.陷
&

"
織
に
六
县
1
1 

十
一
日
即
ち
在
來
の
協
約
有
効
期
限
後
は
商
務
院
總
裁

绡

九

怨(

ー
四
三
|)

0

錄
英
國
戦
時
の
廒
業
組
織

ラ
，.ン

シ

マ

ン

氏

の

調

停

に

侬

.
^
^
坑

夫

は

何

時

に

於

て 

も
一
日
前
の
豫
街
を
以
て
、
.就
業
を
廢
薬
す
る
條
件
の 

下
に
就
業
を
繼
續
す
る
こ
ヒ>
爲
れ
り
0
斯
く
て
七
月 

1-

日
ラ
シ
シ
マ
ン
氏
は
新
勞
働
條
件
を
提
示
し
た
れ
ど 

一
も
、
.坑
夫
を滿
足
せ
し
む

る
に
足
ら
す
、
解
鄹
R
も
疑 

\

義
を
生
じ
れ
る
を
以
て
、
：坑
主
坑
夫
爾
當
.事
者
ょ
り
政 

\

府
に
向
.つ
て
文
書
を
以
て
解
释
を
明
に
•す
るこ
ミ
を
求 

一
め
？
政
府
亦
七
A
九
日
を
以
て
"
之
に
應
じ
れ
る
が
故 

に
、
，.坑
夫
組
合
委
員
會
は
直
に
翌
日
會
議
を
開
き
、
大 

Z
體
に
於
て
政
府
の
提
議
を
承
認
し
、
今
後
引
續
き
就
業 

I

す
る
名
，
：：舊
來
の
標
準
率
を
以
て
，
翁
標
準
の
甚
礎
に 

|
.充
つ
：る
の
1
事
に
反
對
む
^I

方
に
坑
夫
組
合
聯
合
會 

\

代
表
者
の
會
合
は
七
月
十

H

日
を
以
て
催
さ
れ
、
三
分 

の1,

一.以
上
..の
多
數
を
.以
_て
政
府
か
組
合
.の
•：要
永
を
氣
め 

ざ
れ
ば
"
七
月
十
五
日
を
以
て
罷
業
を
決
行
す
る
こ̂ 

を
決
議
し
，
其
趣
を
ラン

シ
マ：
.ン
氏
に
通
吿
し
れA
O
: 

玆
阼
於
1:
か
政
府
は
七
月
十
三0<
勑

令

を

以

て

"
、
此 

紛
議
を
奪
需
品
法
0;

强
制
仲
裁
に
關
す
各
規
定
忙
據
て

锻
'十
.ニ
號
.

.

.

.
九
菜
.
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_

綠

、
英
國
戰
時
の
深
幾
組

g

處
斷
す
る
旨
を
布
$
I'L
f
t冬

思
.ふ
に
政
^
が
^
畠
騰 

に
出
で
れ
る
1
理
由
は
炭
德
失
代
表
|
を

以

て

.>
炭
坑 

K
於
け
る
眞
茈
0
輿
論
を
«
表
す
る
,
0-
'
に
非
す
ど
認 

雇
W
る
0.
事
實
に
#,
す
可
む
ミ
職
ネ
V
,斯
の
如
ぎ
は
太 

な
る
製
解
^
し
て
ノ 

.勅
命
發
布
後
却
て
坑
夫
0
1!
結
を 

繁
闽
に
し
、
政
府
^
對
^
'̂

反
^
を
大
な
&
.し
め
^

4

0一
 

斯
く
て
七
甩
十
五
H
に
至
る
や
、
全
炭
坑
を
擧
げ
て
、 

坑
夬
は
仕
事
を
怠
-

CS、

坑
夫
組
合
聯
合
會
は
坑
失
に
向 

つ
て
、

一
日
を
»|
限

(£
.
し

て

仕

事

に

就

く

对

き

こ

ど

を
 

勸
吿
じ
れ
る
に
拘
は
ら
す
，
十
五
日
に
於
け
る
代
表
者

\ 

俞
議
R
於
て
は
、
苒

び

前

日

の

決

議

を

可

決

し

た

\
 

1

方
に
坑
主
は
政
府
に
向
つ
て
，
政
府
が
事
業
の
繼
«

を
保
證
•
す
る
K
必
耍
な
6
. V

認
«
る
條
件
を
示
さ
ん
か 

坑
夬W

協
議
す
可
き
意
思*

る

」

ど
を
通
告
し
て
、
攻 

府
の
行
動
を
待
黛
し
たi
o

旣
に
坑
夫
が
公
然
法
律k
 

遮
反
す
る
の
擧
動
ぬ
出.で
た
ふ
以
上
は> 
•政
府
似
固
ょ 

办
'彼
等
に
服
從
す
る
能
は
す> 
寧
ろ
進
ん
で
ク.H

丨\

 

メ
の
教
坑
; ^

國
家
の
經
修
に
雜
す
を
以
て
>
¥
需
品
法

第
十

九
六

規

宽

の

：趣

意
!?

副
ふ
も
の
ビ

す
可
む
。
然
も
政
府
は
炭 

坑
を
國
有
^

'

す
る
よ
k

 

M

K

需
品
法
の
癒
用
を
謂
色 

す
る
の
：方
針
に
出
.

で
"

七
月
十
九
.日
0

:

開

議

後

ロ

ィ

：ド

®

デ
3

1ジ
ン
フ
ン
シ
：
マ
ン
並
に
ハ
へ
ン
ダI
ソ
ン
氏
等
は 

直
に
力
：丨
デ
冲
プ
に
坑
主
を
訪
ひ
て
，.
坑
夫
組
合
に
示 

す
可
き
條
#
を
協
織
し
、
發
日
タ
刻
協
議
成
立
し
：て
、 

條
件
を
組
合
代
表
者k
.提
示
し
、
次
ひ
で
七
月
ニ_十) 

日
坑
夫
組
合
©
會
_
亦
之
を
認
め
て
？
直
に
復
業
す
る 

を
得
.た 

i
o 

. 

:
.
v 

.
:

斯
る
；手
數
を
費
し
：■て
、
成
立
し
ね
る
勞
働
條
件
の
要 

項
を
：見

る

坑

夫

の

：賃
銀

〗

に
就
て
は
千
八
西
セ
十
九 

年
の
標
準
に
.對
し
て
"m

割
を
加
重
し
た
る
も
の
を
以 

て
新
標
準
賃
鈒
ビ
し"
又I

割
を
加
重
し
れ
4
も
0
を 

以
て
，

最
低
賃
銀
^
し
，
新
協
約
は
南
ク
エ
ー
ル$
 

坑
夫
組
合
の
み
に
適
用
し
、
敗
ほ
協
約
：の
期
限
を
三
年 

ど
せ
^

>
:戰
後
，九
筒
月
間
に
及
炎
ん
の
ビD

^
ぅ
o-
斯 

の
如
く
し
て̂

需
品
法
0

規

定

.は

遂

ぱ

疋

當

^

適
用
せ 

&
れ
.ず
、
喊
眯
0
慨
^
政
廉
傭
者
.被
簸
者
の
隱
寬
を
收

め
て
、
揭
金
結
：ぶ
を
#

る̂
は
、

何
れ
の
方
]f
ょ
り
見 

る
名

、
失
敗
の
記
錄
を
遺
じ
たる
も
の
s

S
は
ざ
る
を

得
^p

 

: 

' 

' 

: 

: 

:
，
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场

第

四

炭

憤

法

，

炭
價
の
問
題
は
軍
に
南
タA
. 

I

,
戈
坑
失
の
滕
度
ビ ̂

關
係
す
る
の
み
な
&
す
、

一
般
の
勞
働
不
安
ビli
係

すj 

る
所
深
き
も
の
ゎ
ト
。
開
陬
當
初
勞
働
者
細
體
は
石
炭 

最
高
價
格
の
決
宛
を
政
府
じ
耍
請
し
、
次
ひ
で
坑
夫
組 

公
聯
合
翁
長
ス
/ャ
ィ
リ
ー
氏
も
政
府
は
し
て
此
際
炭
價
メ 

を
制
限
し
、
剩
餘
利
益
を
政
府
に
收
用
す
る
の
法
棘
を

\ 

制
定
せ
ん
か
ノ
坑
失
は
政t
賃
鈒
の
墦
®
を
要
衆
せ
ざ| 

る
の
意
見
を
公
表
し
た
-

然
も
政
府
は
ク
エ
ー
ル
ヌ

.I  

炭
坑
罷
攀
の
後
に
漸
ぐ
此
秫.の
_
繁
^

出̂
し
、
七

艿I 

'ニ
十
九
日
を
以
て
，
法̂

Sし
.て
發
咐
せ
&
.る
、
を
#\ 

た

當

時

：ラ
ン
シ
ヤ
ン
氏
は.石
漩
0
憤
格
忆
對
し
-て 

獨
ト
嘗
る
法
#
を
制
宛
す
.る
现
由
を
說
明
し
て
‘：

「

»
炭 

は
純
然
れ
る
英
國
0
物
產
^
し
ヤ
，
此
點
.ょ
6
英
國
が
. 

世
界
に
於
け
る

小

麥

の

代

價

を

財

刺

^
翁

右

す

る

能

は

第
九
船

< 

一

_

錄

興

^

#
の：座

_

_

ぎ
る
^

M

u

r.
炭
僧
に
對
し
て
は
ぅ
之
を
爲
す
を
得
る 

こ

すj:

を

擧

げ1

方
に
昨
年
冬
,

化

於

，で
.家

庭
用
.の
石
' 

炭
代
個
«;
前
年
^

此
較
し
て
？
九

藝
‘く
、
本
年
夏
朋 

に
於
て
は
ぃ
前
年
把
比
栽
し
て
、六
志

»
し
S
雖

も
， 

此
間
生
產
费
は
植̂

三
志
0
增
加
を
.來
し
扣
る
に
過
ぎ 

ざ
.る
こ
3

を
述
べ
'
'
斯
く
て
千
九
莨
十
幽
年
六
月
彐
十 

日
に
終
る
一
年
間
の
各
時
撕
に
於
け
る
炭
價R
對
し
、

!ー
 I

志
增
を
•標
準
ど
し
て
、
厳
高
§

を
制
眼
せ
ん
ヾ
し
す 

る
も
.の
な
る
こ
ビ̂

附
言
し
れ
办
0

W
し
.て
原
案
k

於 

'て
は
"S

存
の
i

k

依
て
f

H

る
炭

®

を
除
外
し 

杧
る
が
、
.結
局
i

lt
對
し
、
地
方
政
府
、S
斯
竈
燈 

水
道
諸
會
社
^
射
し
て
.供
給
.せ
&
る 
> 
石
炭
の
代
偕
に 

.も
逾
用
せ
^V

る
、
こ
ビ
、■爲
れ
6
 

0
然
も
«

赃
法
は
?1 

炭
出
坑
當
時
の
惯
格
を
制
娘
す
る
も
の
な
る
が
故
仏
、 

實
際
0

小
賣
相
場
に
如
例
な
冬
影
響
を
，及
ぼ
す
や
は
未 

だ
刿
叽
せ
ぎ.る

も
0
.ヒ
.云
ふ
何
し
。

.

S

結

論 

之

を

要

す

る
^

:

今

同

の0

S

1

に

於

け

.る

無

意

鉛
t

p
/

九七
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雜
.

錄

英
獨
戦
時
の
：崔
樂
組
織

識
な
る
平
和
の
缺
點
罪
惡
を
邋
慽
な
ぐ
暴
露
し
れ
$
0 

民
主
政
治
、'
國
民
的
任
務
，
愛
國.心
は
從
來
國
民
.に
依 

て
常
に
絕
叫
せ
ら
れ
れ
る
所
な
為
が
？«
意
義
如
何
は
. 

今
や
國
民
に
、依
て
自
觀
せ
ら
れ
れh
o
.
英
國
人
必
ず
し 

も
利
己
的
な
ら
ず
，
又
必
ず
し.も
愛
國
心
に
•缺
け
る
に 

然
も
彼
等
は
無
識"
疑
S

に
過
去
に
於
け
る 

術
突
の
記
臆
に
依
て
ァ
國
民
的
礎
石
を
產
槳
上
の
'問
題 

に
置
く
こ
マ」

を
妨
げ
ら
れ
た
る.も
の
ビ
云
ふ
可
し
。
單 

に
淡
國V」

云
ふ
も
，.
生
活
並
.
®
神

の

ょ

り

見

れ 

ば
，
單
ー
な
る
國
民
に
非
ず
，、.今
间
の
戰
爭
に
依
て"

富
潘
ビ
贫
者
ビ
を
羅
げ
て
、.產
業
上
の
豫
備
兵V」

す
る 

飢
織
の
行
は
る
、
ま
で
は"
是
等
國
•!
*
は
同1

の
地
步
.| 

に
立
ち
て
.'
國
民
的
事
業
に
協
力
す
る
の
機
會
を
得
ざ

\ 

&

し
も
の
な
&

o今
日
英
國
が
旣
往
R
於
け
る
無
識
、

Z
 

漏
見
"
狹
量
、
排
他
心
等
の
收
榄
を
收
め
つ
、
ぁ
り

V」 

す
れ
ば
"
其
罪
は
斯
る
事
實
に
於
て
利
益
を
占
め
來
れ 

る
富
潘
に
於
て
、
之
を
負
は
ざ
る
可
炉
ら
す0

聊
爭
は
旣
往
一
世
紀
，間
に
於
け
る
ノ

「
n

ム
マ
ー
シ
ヤ

.
-
.第十
：

1:號
:

九
八

リ
ズ
ム」

ン0
勞
作
を
破
墩
し
、
國
民.的

統

.ブ
の
基
礎
を 

築
か
ん
ミ
し
.つ
、
办
^
,
0新
®
隊
は
ク
ル
ー
ク
ス
並
に 

チ
レ
ッ
ト
.氏
等
の
.揚
言
す
る
免
く
、
主VJ

し
て
勞
働
^

階
級
に
依
て
編
成
せ&
れ
、
坑
夫
の
出
征
し
た
る
者
の 

み
を
以
て
し
て
、
二
十
五
萬
人
に
上
れ
ぅ

V」

稱
せ
&
る 

玆
に
於
て
か
今
日
重
大
要
件
れ
る
は
、
政
府
が
勞
働
潘 

階
級
の
感
情
を
知
b
"
同
等
の
犧
牲
並
に
國
民
的
任
務 

の
原
則
.を
廣
'く
適
用
す
る
の1

事
に
存
す
。r

フ
エ
ャ
• 

ブ
レ
ー」

な
る
辭
'は
.英
國
人
の
惯
用
語
な
れ
ど
も
、
‘平 

和
間
暇
の
時
代
に
用
ひ
ら
る
、
に
於
て.は
、

戰
時
に
於 

て
遂
に
何
等
の
用
を
爲
す
も
の
に
非
す
，
從
來
重
大
な 

る
事
件
に
際
會
す
れ
ば
同
等0
犧
牲
な
る
語
の
叫
ば
る 

、
を
常
6
す
れ
，ど
も
"1

方
に
同
等
報
酬
の
約
定
の
爲 

さ
れ
ざ
る
は
何
故
な6
やO

W
富
*
た
>
9、
贫
#
^
る 

を
問
は
ず
"
生
を
英
國
に
寧
く
る
者
は
總
て

1

の
組
合 

員
に
し
て
"
其戰場に於ける：

H

場
に
於
け
る
ビ 

に
拘
は
ら
ず
、1

方
に
對
す
る
害
‘惡
は
他
に
對
す
る
害' 

惡
れ
ら
ざ
る
5f
:
.得
ず
。
旣
往
一
仳
紀
間̂

樂
^
安
全
ミ 

.の
時
代
に
於
て
、
國
民
的
統

1

の
感
情
愛
他
的
行
動
の 

觀
念
共
に
沏
弱
S
爲
.れ5

V
J

す
れ
ば
，
今
や
之
を
矯
正
、
 

す
る
の
時
期
に
達
し.た
り
ど
す
可
しo 

.

佛

國

憲

政
'の

硏

究

,
•

• 

• 

-
: 

- 

. 

• 

.

村

田

：
岩

次

郞

V

.
要
' 

0

繇
射
政
治
&
り
鉍
尻
政
治
に
觅
る
の
經
驗

_

-人
權
宣
言—

一
八 

七
五
¥
の
典
和
國
迆
本
浓I

业
ハ
和
主
餓
の
勝
利

——

選
擧
制
度 

―

議̂
具
年
齡
と
迦
踢
年
齡

_

^
m純
多
数
主
輯
と
決
選
投
票
制
度 

I

大
選
擧
區
制
度
と
小
選
蜈
區
制
度!
有
給
制
度
と
名
#
職
制 

度——

元
衆
院
對
代
燄
院̂―

内
問
の
姐
迭—

佛
國
避
政
の
.短
所 

と
畏
所 

.

怫
蘭
西
人
.«
政
治
.上
.の
所
有
ゆ
る
制
度
を
實
驗
しft 

る
國
说
な
i

o然

ミ

1

時
は
無
政
府
の
狀
態
に
在
り 

き
o
獨
裁
政
治
の
時
代
も?>
卩
き
0
貴
族
僧
侶
等
隊
扈 

し
て
第
三
級
民
の
刺
權
を
赎
姗
し
れ
る
こ
ビ

も
^-CS 

き
。
暴
君
政
治
倒
れ
て
暴
民
政
治
之
に
代
は
れ
る
こ
ビ 

而
し
て
幾
變
遷
の
後
終
に
侧
蘭
西
人
を
滿 

足
せ
^
め
れ
る
も
の
は
立
懲
共
和
政
體
な
ぅ
。
怫
蘭
西 

に
於
け
る
立
»
共
敢
政
^
の
淵
源
を
成
す
も
の«
二
七 

八

九

年

の

火

權

官

：
言

に

し

.て
,
人
權
宣
言
に
は
實
に
次.

第

九

怨(

ー
四
コ
ー
五

)

雜

錄

佛

國

激

政

の

研

究

: 0

如

：き

規

定

有

(
1

-
人
は
生
來
自
由
に
し
て
平
等
の
權
利
を
享
有

(

ニ)

'
總
ベ
て
0

政
治
國
體
の
目
的
ビ
す
る
所
«
神 

:聖
に
し
て
他
に
譲
渡
す
可
か
ら
，ダ
る
自
然
の
權 

别
を
保
障
す
る
に
在A
 

o
自
然
の
權
利>J

は
自
曲 

權

、
，財
族
權
、
安

全

*

、
並
に
勝
制
に
對
す
る
反 

杭
の
權
刺
を
云
ふ
。

(

三)

主
權
は
人
民
に
在
り
。
入
民
の
明
示
的
の
姿

,任
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
何
人
も
何
等
の
權
威
を
有
ず 

る
こ
^
な
し
o

(

四)

自
！s
,
€
は

他

人

を

害

せ

ざ

る

一

切
の
行
爲
を 

爲
し
得
名
を
云
ふo 
.故
に
自
然
權
の
行
使
は
他
人

.
の
同
.1

の
權
利
の
享
有
を
妨
げ
ざ
る
限
6

自
^1

な 

る
ベ
し
。
之
が
限
界
を
定
む
.る
も
の
は
唯
法
#

有 

各
の
み
o
:
:.
.

(

五
じ
法
#
は社

#

を
窖
ず
る
も
の
ゝ
外
-

一
切
の 

行

爲

：を

禁

止

す

る

’ J

 

W

を

得

ずQ
,
而

じ

て

法

律

の

筋
十
.ニ
號
 

允
九


